平成２３年度　埼玉県地域支え合いの仕組み推進事業（追加募集分）実施要領
　　　　　　　　　　　　　　　　　
「埼玉県地域支え合いの仕組み推進事業補助金交付要綱（平成２２年２月２２日施行）」（以下「交付要綱」という。）第１６条に基づき、補助事業の実施について必要な事項について定める。
１　目的
  　本事業は、元気な高齢者等のボランティア（以下「ボランティア」という。）が、援助の必要な高齢者等（以下「利用者」という。）を支えるとともに、ボランティア自身の介護予防と地域の商業振興等につながる「地域支え合いの仕組み」づくりを支援することを目的とする。
２　事業内容
　　ボランティアが、利用者を支えるとともに、ボランティア自身の介護予防と地域の商業振興等につながる事業であり、以下の各要件を満たすものとする。
（１）ボランティアによる支え合い活動

ボランティアが、利用者に対し、以下に例示するサービスの全部又は一部を提供するよう、補助事業者が調整すること。

　＜例示＞

　・買い物代行

・外出の支援（買い物同伴、通院付き添い、散歩の同行など）

・部屋の掃除（家具の移動、窓ふき、電球交換など）

・障子の張り替え

・屋外における作業（庭の手入れ、ゴミ出し、犬の散歩など）

・話し相手

・その他必要とする日常生活の援助

（２）ボランティアへの謝礼

　　補助事業者は、ボランティアに対し、利用者から得た利用料等の全部又は一部を謝礼として還元するとともに、活動実績と謝礼の支払方法を明らかにすること。

（３）地域の商業振興等

　　補助事業者は、ボランティアによる支え合い活動の実施地域において、以下に例示する取組を行うことで、地域の商業振興等につなげること。

　　＜例示＞

・ボランティアへの謝礼を、地域商品券等とする。

・商店街等での買い物を通じて得たポイントやサービスシール等の交換方法の１つとして、補助事業者が提供するサービスの利用券とする。

・買い物代行や買い物同行のサービス実施において商店街等を利用し、商店街等からは買い物支援についての協力を得る等の協定を、地域の商工団体等と締結する。

・その他地域の商業振興等につながる取組。
（４）地域商品券の取扱い

　　支え合い活動の実施にあたり、新たに地域商品券等を発行する場合には、資金決済に関する法律に基づく登録の要否について、十分確認すること。

（５）自家用自動車を利用したサービスの取扱い

　　支え合い活動の実施にあたり、自家用自動車を利用したサービスを実施する場合には、道路運送法に基づく登録又は許可の要否について、十分確認すること。

（６）会費制の取扱い

　　支え合い活動の実施にあたり、利用者及びボランティアの双方若しくは一方から、会費を徴収する場合には、利用者の生活水準等によって利用が制約されないよう、金額設定について十分検討すること。

３　補助事業
（１）補助事業者

　交付要綱第３条に定める補助事業者（商店街振興組合、商工会議所、社会福祉法人、特定非営利活動法人、任意団体等）
　なお、任意団体とは、ボランティア団体、自治会、町内会、コミュニティ協議会など、地域に密着した活動を行っている団体とする。

（２）対象外事業　
　　平成２３年９月１日現在で補助事業者等がいる市町（２３年度内開始予定を含む）における支え合い活動は、補助事業の対象外とする。
　【平成２３年９月１日現在で補助事業者等がいる市町】（２４市７町）
　　さいたま市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、加須市、東松山市、春日部市、鴻巣市、深谷市、上尾市、越谷市、蕨市、朝霞市、志木市、和光市、久喜市、北本市、八潮市、三郷市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、毛呂山町、越生町、小鹿野町、美里町、上里町、寄居町、杉戸町

４　補助対象期間

　事業開始概ね２か月前～平成２４年３月３１日
　　　
５　補助率・補助限度額
（１）補助率　１０／１０
（２）補助限度額（１事業あたり）　
　　・初年度　（平成２３年度）　２００万円以内

　  ・２年度目（平成２４年度）　１５０万円以内

　  ・３年度目（平成２５年度）　１００万円以内

６　補助対象経費
　交付要綱第４条に定める補助対象経費等（給料、職員手当等、報償費、旅費、賃金、需用費（食糧費、消耗品費、印刷製本費、修繕料）、使用料、賃借料、役務費（通信運搬費、保険料、手数料）、委託料、備品購入費、その他当該事業実施に必要と認められる経費）には以下に例示する経費も含まれる。
　　＜例示＞

・当該事業を準備するために必要な経費（事業開始日前の概ね２か月の期間に支出する経費に限る。）

・ボランティアの研修に係る経費（講師謝金は１時間あたり５０００円以内を目安とし、お茶代は最小限とする。また、補助事業者の関係者が講師となるのは、当該事業の内容について専門性を有する場合に限る。）

・利用者及びボランティアの双方の交流を図るために必要な交流会等に係る経費
　ただし、以下に例示する経費は対象外とする。

＜例示＞

・交流会での弁当代などの食糧費及び交際費（外部協力者等に支払う場合を除く。）

　　・サービスの利用料を上回る謝礼をボランティアに支払う場合の差額の経費

　　　（例えば、利用料が１時間６５０円で、謝礼が７００円の場合の５０円のことを　指す。）

　　・商品券・利用券をまとめて購入した場合に付与するプレミアム分の経費
（例えば、５００円券を１０枚購入した場合（＝５０００円）に、５００円券を１１枚（＝５５００円）渡すサービスにおけるプレミアム分（＝５００円）のことを指す。）

７　申請について
　　補助金の交付を希望する団体は、申請書類を県福祉政策課に提出する。
　　　平成２３年１０月３日（月）から申請受付開始

　　　※申請額が予算額に達した時点で締切
８　審査について
県は、事業計画の実現性、継続性、発展性等の視点から、申請書類を総合的に審査し、補助金の交付を決定する。
